
　

２
月
号
で
は
、 

本
市
の
公
共
下
水
道
事
業

の
現
状
を
掲
載
し
ま
し
た
。 

今
回
は
、 
現
在
、

移
行
が
進
め
ら
れ
て
い
る「
公
営
企
業
会
計
」

に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。●

　　

市
の
会
計
は
、３
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。 

皆

さ
ん
に
と
っ
て
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関

わ
る「
一
般
会
計
」と
、 

保
険
料
や
利
用
料
な

ど
の
収
入
で
運
営
し
て
い
く「
特
別
会
計
」、 

民
間
企
業
と
同
じ
考
え
方
に
基
づ
き
処
理
を

行
う「
公
営
企
業
会
計
」で
す
。 

現
在
、 

本
市

で
は
、市
立
病
院
事
業
と
上
水
道
事
業
で
公
営

企
業
会
計
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

公
共
下
水
道
事
業
は
、 

事
業
運
営
の
効
率

化
や
健
全
化
を
図
る
た
め 

、令
和
２
年
度
に

向
け
て
、 

特
別
会
計
か
ら
公
営
企
業
会
計
へ

の
移
行
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

●

　

公
営
企
業
会
計
へ
移
行
す
る
と
、 「
予
算
区

分
」「
経
理
方
法
」「
経
理
の
考
え
方
」「
資
産
把

握
方
法
」「
出
納
整
理
期
間
」の
５
つ
が
変
わ
り

ま
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
、下
表「
公
共
下

水
道
事
業
が
公
営
企
業
会
計
に
移
行
す
る
と

何
が
変
わ
る
？
」を
確
認
く
だ
さ
い
。

　

公
営
企
業
会
計
に
移
行
す
る
こ
と
で
、 

家

計
簿
の
よ
う
な
、 

収
入
と
支
出
か
ら
残
高
が

分
か
る
会
計
か
ら
、 

家
計
簿
の
ほ
か
に
資
産

や
借
金
の
明
細
ま
で
が
分
か
る
会
計
に
な
り

ま
す
。

　

公
共
下
水
道
事
業
で
は
、 

排
水
管
や
ポ
ン

プ
施
設
な
ど
、 

多
く
の
資
産
を
管
理
し
て
い

ま
す
。今
後
は
、 

新
設
・
普
及
拡
大
の
段
階
か

ら
、 

維
持
管
理
・
改
築
更
新
の
段
階
に
移
り
変

わ
り
、こ
れ
に
伴
う
資
産
の
適
切
な
管
理
や
、 

経
営
状
況
の
的
確
な
把
握
が
、 

よ
り
一
層
求

め
ら
れ
ま
す
。

　

分
析
を
し
な
が
ら
、 

状
況
に
応
じ
た
適
正

な
運
営
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

●

　

今
回
の
会
計
移
行
に
伴
い
、 

市
民
の
皆
さ

ん
に
し
て
い
た
だ
く
手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
ま
で
ど
お
り
利
用
で
き
ま
す
。

４
月
号
で
は「
公
営
企
業
会
計
の
メ
リ
ッ

ト
」を
解
説
し
ま
す
。
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下水
道のこれから

公
営
企
業
会
計
で
何
が
変
わ
る
？

2

（全 3回）

公共下水道事業が公営企業会計に移行すると何が変わる？
官公庁会計 ( 今まで ) ▶ 公営企業会計 ( これから )

予算
区分

歳入・歳出のみ
現金の収入と支出が起こったことを基
に、歳入と歳出の２つに分けて整理・集
計

▶

損益取引と資本取引
下水道事業の運営に関する取引（損益取引）と
施設の整備や建設などに関する取引（資本取引）
を分けて整理・集計

経理
方法

単式簿記
家計簿のように、現金収入や現金支出と
いうお金の出入りのみを記録する方式 ▶

複式簿記
家計簿のようなお金の出入りだけではなく、財
産や借金の増減も記録する方式

経理の
考え方

現金主義
現金収入や現金支出があった時点で収益
や費用の認識をする考え方 ▶

発生主義
現金の動きに関わらず、取引が発生した時点、
経済的価値の増減があった時点で収益や費用を
認識する考え方

資産把握
方　　法

財産台帳等
土地や機械、施設などの現金以外の財産
を、それぞれの台帳で管理する方式 ▶

減価償却管理
長期間使用する資産を取得するための支出を、
耐用年数にわたって費用配分するほか、資産の
価値の減少相当額を費用に計上し管理する方式

出納整理
期間（※）

有り（翌年度 5月 31日） ▶ 無し

※年度内に収入・支出すべきと確定しているが未収入・未払いとなっているものについて、収入・支出を行うことができる期間
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